
危険物関係用語の解説（第16回）

消防法の危険物について、連載の第5回目は
第五類 自己反応性物質です。
○第五類 自己反応性物質
第五類の危険物は、消防法別表第一の第五類

の項の品名欄に掲げる物品で、性質は自己反応
性物質とされております。自己反応性物質は、
爆発の危険性を判断するための試験（熱分析試
験）で一定の性状を示す固体若しくは液体、又

は加熱分解の激しさを判断するための試験（圧
力容器試験）で一定の性状を示す固体若しくは
液体です。「表1 危険物第五類の品名と指定
数量」に品名毎の主な該当品をあげましたので
参照して下さい。
次に自己反応性物質に共通する特性・火災予
防・消火方法等について、また危険物等確認試
験や判定について順に説明します。
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用 語
解 説

・いずれも可燃性の固体又は液体である。 ・比重は1より大きい。
・燃えやすい物質である。 ・燃焼速度が速い。
・加熱、衝撃、摩擦等により発火し、爆発するものが多い。

※空気中に長時間放置すると分解が進み、自然発火するものがある。
※引火性のものがある。
※金属と作用して、爆発性の金属塩を形成するものがある。

・火気又は加熱などを避ける。 ・通風のよい冷暗所に貯蔵する。
・衝撃、摩擦などを避ける。

※分解しやすいものは、特に室温、湿気、通風に注意する

⑵ 共通する火災予防の方法

⑴ 共通する特性

⑶ 共通する消火の方法

消火方 法

 

一般に分子中に酸素原子を有
している可燃物質なので

窒息消火（周りの空気を
遮断）は効果なし・自己燃焼性がある

・爆発的で極めて
燃焼が速い 消火自体が困難

大量の水により冷却する
又は
泡消火剤を用いる

・危険物の量が少ない場合
で火災の初期の段階では
消火することができるが、
危険物の量が多い場合に
は消火は極めて困難となる



「表1 危険物第五類の品名と指定数量」の
品名欄が〔1有機過酸化物〕から〔10その他の
もので政令で定めるもの〕及び〔11前各号に掲
げるもののいずれかを含有するもの〕は上記試
験の結果により、危険物かどうかの判定をする
ことになります。

これらの試験について「表2 危険物等確認
試験の概要と危険物評価となるボーダーライ
ン」を参照して下さい。また試験結果による判
定を「図1 消防法危険物の判定（第五類）」に
あげています。
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判定試験内容 試験方法
爆発の危険性を判断するための試験 熱分析試験
加熱分解の激しさを判断するための試験 圧力容器試験

⑷ 危険物等確認試験と判定
第五類の危険物になるか否かを判断する試験

は次のとおりです。

表1 危険物第五類の品名と指定数量

注1 含有窒素量で性質変化
注2 危令第一条第三項・・・一部改正〔平成22年2月26日政令第16号〕
注3 注2の追加品名、別称：アリルグリシジルエーテル
注4 注2の追加品名、別称：ジケテン、ケテンダイマー、アセチルケテン
注5 品名と性質は必ずしも一致していない（確認試験の結果により判断）。
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試 験 対 象 測定され
る危険性 方 法 の 概 要 ボーダーラインとしての性状

熱分析試験 固体又は
液体

爆発の
危険性

①標準物質（2,4-ジニトロトルエン及
び過酸化ベンゾイル）の発熱開始温度
及び発熱量を示差走査熱量測定装置
又は示差熱分析装置により測定する。

発熱開始温度及び発熱量が標
準物質から求められた危険性
の基準以上であること。

②試験物品の発熱開始温度及び発熱
量を①で用いた装置により測定する。

圧力容器
試験

固体又は
液体

加熱分解
の激しさ

①試験物品を9.0ｍｍのオリフィス板
を取り付けた圧力容器に入れて加熱
して、破裂板が破裂するか否かを観察
する。

50％以上の確率で破裂する（10
回中5回以上）こと。
①で5回以上破裂→第一種自
己反応性物質

②試験物品を1.0ｍｍのオリフィス板
を取り付けた圧力容器に入れて加熱
して、破裂板が破裂するか否かを観察
する。

②で5回以上破裂→第二種自
己反応性物質

※ 圧力容器試験を先に実施する（実験の安全上は、1回熱分析試験を行った後に、圧力容器試験を行うのが好ましい）。
※ 圧力容器試験の結果に基づき「ランク①」又は「ランク②」と評価された場合には、それぞれ「第一種自己反応性物質」又は
「第二種自己反応性物質」と判断し、熱分析試験を省略してもよい。

表2 危険物等確認試験の概要と危険物評価となるボーダーライン

第一種 第二種

圧力容器試験

Ⅰ：第一種自己反応性物質
Ⅱ：第二種自己反応性物質
非：第五類の危険物に該当しない

危険性あり

危険性なし

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

非

熱
分
析
試
験

ランク① ランク② ランク③

熱分析試験

ランク①

危険性あり 危険性なし

第五類の危険物に該
当しない

ランク②

圧力容器試験

ランク③

自己反応性物質 自己反応性物質

図1 消防法危険物の判定（第五類）


